
一

第
二

百

八
号
議
案
　
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
二
百
八
号
議
案

警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
一
　
九
の
項
㈠
中
「
銃
砲
又
は
」
を
「
銃
砲
等
又
は
」
に
、
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所
持

許
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
「
同
号
の
規
定
に
基
づ
く
」
の
下
に
「
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
」
を
加
え
、

「

ロ
　
そ
の
他
の
者
に
対
す
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
　
一
万
五
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時

に
他
の
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
許

可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
六
千
七
百
円
）

許
可
申

請
の
と

き
。

」
を

「

ロ
　
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
同
号
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
　
六
千
八
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お

い
て
同
時
に
他
の
同
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
号

の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
四
千
三
百
円
）

許
可
申

請
の
と

き
。

に

ハ
　
そ
の
他
の
者
に
対
す
る
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
　
一
万
五
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時

に
他
の
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
許

許
可
申

請
の
と
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二

　
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
六
千
七
百
円
）

き
。

」

改
め
、
同
項
㈢
中
「
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号
」
の
下
に
「
又
は
第
三
号
」
を
加
え
、
同
項
㈢
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
㈢
の
二
　
法
第
五
条
の

三
の
二
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関

す
る
講
習
会
の
開
催

ク
ロ
ス
ボ

ウ
取
扱
講

習
手
数
料

イ
　
現
に
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
ク
ロ
ス
ボ
ウ

を
所
持
し
て
い
る
者
に
対
す
る
講
習
会
　
三
千
円

ロ
　
そ
の
他
の
者
に
対
す
る
講
習
会
　
六
千
九
百
円

講
習
申

込
み
の

と
き
。

講
習
申

込
み
の

と
き
。

　
別
表
第
一
　
九
の
項
㈥
中
「
銃
砲
」
を
「
銃
砲
等
」
に
改
め
、
同
項
㈦
中
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
証
書
換
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類

の
所
持
許
可
証
書
換
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
㈧
中
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
証
再
交
付
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所
持
許
可
証
再
交

付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
㈨
中
「
又
は
空
気
銃
」
を
「
若
し
く
は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
」
に
、
「
猟
銃
等
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料
」
を

「
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料
」
に
、

「

イ
　
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
う
場
合
　
七
千
二
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
他
の
法
第

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
許

可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
更
新
の
申
請

に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
四
千
八
百
円
）

更
新
申

請
の
と

き
。

ロ
　
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
場
合
　
六
千
八
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
他
の

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ

更
新
申

請
の
と

を



三

第
二

百

八
号
議
案
　
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
く
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
更
新
の

申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
四
千
四
百
円
）

き
。

」

「

イ
　
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
う
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
　
七
千
二
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く

猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
法
第
四
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
法
第
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
四
千
八
百

円
）

更
新
申

請
の
と

き
。

ロ
　
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
う
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申

請
に
係
る
審
査
　
七
千
二
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ

ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
四
千
八
百
円
）

更
新
申

請
の
と

き
。

に

ハ
　
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
　
六
千
八
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
他
の
同
項
の
規
定
に
基

づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

更
新
申

請
の
と

き
。



四

　
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
法
第

四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
法
第
七

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
四
千

四
百
円
）

ニ
　
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
　
六
千
八
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
法
第
四
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
四
千
四
百
円
）

更
新
申

請
の
と

き
。

」

改
め
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
十
六

　
法
第
九
条
の
十
六

第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
射
撃
練
習
を
行

う
資
格
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査

ク
ロ
ス
ボ

ウ
射
撃
資

格
認
定
申

請
手
数
料

九
千
三
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
東
京
都
に
お
い
て
同
時
に
他
の
法
第
九
条

の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
の
申
請
を
行
う

場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定

の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
五
千
六
百
円
）

認
定
申

請
の
と

き
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。



五

第
二

百

八
号
議
案
　
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
提
案
理
由
）

　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
許
可
申
請
等
に

係
る
手
数
料
の
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


